-------------------------
規則
-------------------------
高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
令和７年９月30日
高知県知事　濵田　省司
高知県規則第　号
高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則の一部を改正する規則
高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則（平成20年高知県規則第32号）の一部を次のように改正する。
第５条第１号中「第12条の４の児童相談所の児童を一時保護する施設」を「第12条の４第１項に規定する一時保護施設」に改め、同条第７号中「同条第13項」を「同条第14項」に、「同条第14項」を「同条第15項」に、「同条第17項」を「同条第18項」に、「同条第27項」を「同条第28項」に、「同条第28項」を「同条第29項」に改める。
附　則
[bookmark: _GoBack]この規則は、令和７年10月１日から施行する。




















規　則
◎高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則の一部を改正する規則

